
平成１６年３月１１日

新滝ヶ洞溜池水質異常久々利地区対策委員会 殿

可 児 市 長

国土交通省多治見砂防国道事務所長

平成１６年１月２３日付け「新滝ヶ洞溜池水質異常久々利地区対策委員会要望事項」

について下記の通り回答致します

記

１． 建設残土の完全撤去又は一部撤去も解決の一手法とは考えますが、水質異常の発生

メカニズムから二次水質異常発生も懸念され、有効と考えられる対策法を今回提案致

します。

又、対策法の検討に必要な追加ボーリング（４本）を実施致しました。

２． 新滝ヶ洞溜池の土壌調査については、大沼委員の指導により実施した調整池の調査

結果を踏まえ、平成１６年３月末を目途に現地調査を実施する予定であります。

又、試験放流については、事前に魚体の重金属含有量調査を実施後、５月を目途に

行う予定であります。

３． ボーリングコアサンプルは提示致しますが、Ｈ１５－Ｂ４とＨ１６－Ｂ６を含め、

全てのボーリングコアサンプルにおいて重金属の簡易ｐＨ試験、含有量試験、溶出試

験に使用した部分が欠落しておりますのでご了承ください。

４． 調査を実施した報告書が膨大なため、対策協議会委員に閲覧していただくことを提

案致します。

５． 補償問題につきましては、今後共、誠意をもって対応させていただきます。

６． 恒久的な監視体制及び監視項目につきましては、今後の対策協議会の中で審議して

いただくことにしており、最終的には、国交省と可児市間で協定を締結することも考

えています。

７． 対策法を踏まえ、期間延伸を地権者と可児市で締結していただくよう要請する予定

です。






